
 

 

 

 

吉野生協クリニックは患者さん、組合員さんの通院支援として通院送迎のサー

ビスを開始します。 

 

(対 象 者）下記①～③のすべてに該当する方が対象です。 

①吉野生協クリニックで定期通院・特定健診を希望される組合員の方。 

②ご自分で車の乗り降りができる方 

③概ね 65歳以上で通院時の交通手段にお困りの方 

 例）自宅からバス停が遠い、通院手段がタクシーしかない、 

    交通費が高く、定期受診が出来ていない、 家族の送迎支援受けられない。 等 

  

 

～通院送迎サービス利用方法～ 
 １、初回のみ 

   ●利用申込書を記載していただきます。 
   ※組合員の方々を対象としていますので未加入の場合は本人名義での加入が必要です。 

   ※希望地域、患者様の状態によっては訪問診療等をご案内する場合がございます。 

２、送迎の予約について 
   ●乗車希望日の 1週間前までに、お電話か受付窓口で次回の希望日、受診目的をご連絡 

下さい。 

※1週間以内の予約も相談に応じますが、予約状況によっては希望に添えない場合もござ 

いますのであらかじめご了承ください。 

３、送迎の変更・キャンセルについて 

  ●変更・キャンセルをされる場合は前日 16時までに必ずご連絡ください。 

４、送迎日について 

  ●毎週木曜日 １０時００分～１２時００分ごろ 

５、送迎地域について 

  ●吉野生協クリニックから片道 30分以内にお住いの方 

６、送迎の人数について     

  ●3名以上７名以下での乗り合わせとなります。 

   ※時間の都合上、各家々に行けませんので、どなたかの利用者様のお宅に 

ご集合下さい。 

 

  

お問合せ・連絡先 

〒892-0871 

鹿児島市吉野町２３８１－５２ 

吉野生協クリニック 

電話：０９９-２４４-２８７１ 
 


